
（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

　　現金預金
　　　現金 － 運転資金として － － 200,000
　　　普通預金 肥後銀行　南熊本支店 － 運転資金として － － 1,607,979
　　　当座預金 肥後銀行　南熊本支店 － 運転資金として － － 24,976
　　事業未収金 － 包装資材収益 － － 1,956,460
　　未収金 － 訓練等給付費 － － 10,004,750
　　受取手形 － － － 0
　　原材料 － 包装資材 － － 2,096,879
　　退職金積立保険 － 職員退職金 － － 2,707,617

18,598,661

　　建物 熊本市中央区萩原町1-3 1994年度 186,722,957 122,512,356 64,210,601
　　土地 熊本市中央区萩原町1-3 － － － 89,020,526

153,231,127

　　構築物 熊本市中央区萩原町1-3 － 15,766,467 12,327,573 3,438,894

　　車輌運搬具
日産普通自動車１台・スズ
キ軽自動車１台

－ 送迎 838,600 720,086 118,514

　　器具及び備品 熊本市中央区萩原町1-3 － 調理器具等 24,864,885 24,864,882 3
　　権利 － 固定電話 － － 48,290
　　差入保証金 － ＧＨ敷金 － － 778,000

4,383,701
157,614,828
176,213,489

　　事業未払金 材料代 － － － 840,580

　　未払金
社会保険料・リコージャパ
ン・水道光熱費

－ － － 627,988

　　預り金 所得税・市町村民税 － － － 0
1,468,568

　　設備資金借入金 肥後銀行 － － － 650,000
　　長期運営資金借入金 肥後銀行 － － － 2,350,000

3,000,000
4,468,568

171,744,921

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。

・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載

　する。

　なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

　また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。

   1：法人会計
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Ⅰ　資産の部
　１　流動資産

　　　　　　　　　　　　　　　　流動資産合計
　２　固定資産
　 (1) 基本財産

　　　　　　　　　　　　　　　　基本財産合計
　 (2)その他の固定資産

　　　　　　　　　　　　　　その他の固定資産合計
　　　　　　　　　　　　　　　　固定資産合計
　　　　　　　　　　　　　　　　　資産合計
Ⅱ　負債の部
　１　流動負債

　　　　　　　　　　　　　　　　流動負債合計
　２　固定負債

　　　　　　　　　　　　　　　　固定負債合計
　　　　　　　　　　　　　　　　　負債合計
　　　　　　　　　　　　　　　　 差引純資産


